
第112号平成15年10月31日 亜細亜大学アジア研究所所報

10

小
　
林
　
熙
　
直

　
中
国
の
医
療
を
代
表
す
る
の
は
、
県
（
大
病
院
）

─
人
民
公
社
（
衛
生
院
）
─
生
産
大
隊
（
衛
生
室
）

か
ら
形
成
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

三
級
衛
生
保
健
網

で

あ
っ
た
。
農
民
の
出
資
を
基
礎
と
す
る
こ
の
農
村
合

作
（
協
力
）
医
療
制
度
は
、
一
九
五
九
年
一
一
月
の

農
村
工
作
会
議
で
正
式
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
一

九
六
五
年
ご
ろ
ま
で
に
は
農
村
の
医
療
制
度
と
し
て

定
着
し
た
。

　
こ
の
春
の
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
（
新
型
肺
炎
）
の
流
行
は
、
中

国
の
農
村
医
療
制
度
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
農

村
か
ら
都
市
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
は
、
二
〇
〇
二
年
に

は
、
九
、
四
〇
〇
万
人
を
数
え
た
が
、
今
年
は
一
定
期

間
都
市
へ
の
流
入
が
規
制
さ
れ
た
し
、
ま
た
農
村
に
引

上
げ
ざ
る
を
得
な
い
人
々
も
あ
っ
た
。

　
農
民
の
懐
具
合
は
そ
の
分
だ
け
悪
化
し
た
こ
と
に
な

る
が
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
の
流
行
は
一
方
で
は
行
政
サ
イ
ド
の

保
健
衛
生
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
農
村
の
医
療
制
度

改
革
を
後
押
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

中
国
農
村
の
医
療
制
度
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
つ
つ
あ

る
の
か
、
以
下
に
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
　
合
作
医
療
制
度
の
崩
壊
と
再
建

　 

中  

国  

農  

村  

の  

医  

療  

制  

度

　
公
社
の
衛
生
院
を
中
心
と
し
た
合
作
医
療
制
度
は
、

文
革
期
に
は
各
地
の
衛
生
室
に
所
属
す
る
「
赤
脚
医

生
」
（
裸
足
の
医
者
）
な
ど
の
活
躍
が
喧
伝
さ
れ
た

が
、
内
容
は
資
金
不
足
（
運
営
資
金
は
農
民
の
出
資
金

と
一
部
は
生
産
大
隊
の
出
資
金
）
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

不
公
平
性
か
ら
制
度
そ
の
も
の
に
崩
壊
の
危
機
が
内
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
河
南
省
の
貧
し
い
農
村
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
生
産
大

隊
に
お
い
て
農
民
の
年
間
出
資
額
は
「
最
大
一
元
、
最

少
タ
マ
ゴ
一
個
」
と
い
う
状
況
が
続
い
た
し
、
医
療

サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
公
社
、
大
隊
の
幹
部
や
そ
の
家

族
が
優
先
さ
れ
、「
大
衆
が
銭
を
納
め
、
幹
部
が
薬
を

飲
む
」
と
い
う
状
態
が
一
九
八
三
年
頃
ま
で
続
い
た
と

い
う
。

　
農
村
の
行
政
組
織
は
、
一
九
七
八
年
以
降
に
お
け
る

経
済
改
革
の
過
程
で
、
八
三
年
に
は
公
社
─
生
産
大
隊

─
生
産
隊
か
ら
郷
・
鎮
─
村
民
委
員
会
─
村
小
組
へ
と

戻
さ
れ
た
。
農
業
経
営
は
生
産
隊
を
基
層
と
し
た
集
団

経
営
方
式
か
ら
農
家
別
の
経
営
請
負
方
式
へ
と
転
換
し

て
い
る
。
集
団
営
農
の
枠
か
ら
解
放
さ
れ
た
農
民
に
出

資
を
求
め
る
の
が
困
難
と
な
る
一
方
、
郷
村
の
財
政
収

入
不
足
も
あ
り
、
合
作
医
療
制
度
は
八
〇
年
代
中
頃
ま

で
に
は
ほ
と
ん
ど
壊
滅
状
況
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
従
来
九
〇
％
以
上
の
村
で
実
施
さ
れ
て
い
た
こ

の
制
度
も
、
一
九
八
五
年
の
普
及
率
は
五
％
程
度
に
急

落
し
て
い
る
。
代
っ
て
、
個
人
で
経
営
難
に
陥
っ
た
衛

生
院
や
衛
生
室
の
経
営
を
請
負
う
者
も
出
て
く
る
な

ど
、
農
村
の
医
療
制
度
に
は
低
レ
ベ
ル
で
の
多
様
化
が

み
ら
れ
た
。

　
一
九
九
三
年
一
一
月
の
党
第
一
四
期
三
中
全
会
は
、

中
国
が
「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
へ
の
体
制
転
換
を
明

確
に
し
た
大
会
で
あ
っ
た
が
、
農
村
の
社
会
保
障
制
度

に
つ
い
て
は
、
個
人
積
立
型
の
養
老
保
険
の
実
行
と
合

作
医
療
制
度
の
発
展
が
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
同
会
議
以
降
、
合
作
医
療
制
度
が
再
び
見
直
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
九
七
年
一
月
に
は
「
合
作
医

療
の
発
展
と
改
善
」
に
関
す
る
通
達
が
出
さ
れ
、
農
村

合
作
医
療
制
度
の
再
建
が
本
格
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
翌
九
八
年
に
至
っ
て
も
一
定
水
準
の
医
療

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
農
民
は
農
村
人
口
の
一
二
・

六
％
と
低
く
、
合
作
医
療
は
そ
の
う
ち
の
六
・
五
％
を

カ
バ
ー
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
最
大
の
要

因
は
、
制
度
へ
の
加
入
が
強
制
的
で
は
な
く
、
か
つ
基

金
も
主
に
農
民
の
出
資
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
中
央
、
省
、
県
な
ど
か
ら
の
財
政
補
助
が

な
か
っ
た
う
え
、
実
質
的
な
経
営
者
で
あ
る
郷
村
の
財

政
が
逼
迫
し
て
い
た
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
農
村
の
合
作
医
療
制
度
は
次
第
に
再
建
さ
れ

る
が
、
九
九
年
に
「
基
本
医
療
制
度
」
が
確
立
さ
れ
た

都
市
に
比
較
し
、
農
村
の
そ
れ
は
落
差
が
大
き
い
。
二

〇
〇
二
年
に
入
っ
て
も
合
作
医
療
へ
の
加
入
率
は
三
〇

％
強
に
過
ぎ
な
い
。
農
民
は
高
度
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
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享
受
で
き
な
い
う
え
、
高
い
薬
代
に
悩
ま
さ
れ
て
お

り
、
重
病
人
が
で
る
と
医
療
費
負
担
は
年
収
の
数
倍
に

達
す
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
因
み
に
農
村
に
お
け
る
貧

困
水
準
へ
の
転
落
あ
る
い
は
逆
戻
り
要
因
の
四
〇
％
は

高
額
な
医
療
負
担
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　 

　
新
型
医
療
制
度
の
導
入

　
農
民
の
経
費
負
担
を
前
提
と
し
た
旧
来
型
の
合
作
医

療
に
お
い
て
も
、
重
病
人
に
対
す
る
高
額
医
療
補
助
が

試
行
（
安
徽
省
宣
州
市
な
ど
）
さ
れ
て
き
た
が
、
重
病

人
が
続
出
す
る
と
基
金
不
足
が
生
じ
る
た
め
、
加
入
を

敬
遠
す
る
人
が
増
加
し
、
加
入
率
が
伸
び
悩
む
と
い
う

現
象
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
悪
循
環
に
対
応
す
る

た
め
に
基
本
医
療
の
み
で
な
く
高
額
医
療
に
も
対
応
で

き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
の
が
新
型
医
療
制
度
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
三
年
一
月
、
農
村
で
の
高
額
医
療
共
済
制
度

の
確
立
を
目
的
と
し
た
「
新
型
農
村
合
作
医
療
制
度
」

に
関
す
る
通
達
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
へ
の
加
入
は

従
来
の
合
作
医
療
制
度
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
は
農
民

の
自
由
意
志
で
あ
る
が
、
出
資
基
準
、
基
金
管
理
な
ど

の
方
法
に
お
い
て
は
大
き
く
異
な
る
。
従
来
の
制
度
と

の
重
要
な
相
違
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

（
１
）
出
資
主
体
が
農
民
と
郷
村
政
府
の
み
で
な
く
多

　
角
的
で
あ
る
。
農
民
は
年
一
人
一
〇
元
以
上
の
資
金

　
の
納
付
を
原
則
と
す
る
が
、
所
得
水
準
の
高
い
地
域

　
で
は
標
準
を
適
度
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
郷
村
の
出
資
（
補
助
）
額
は
県
政
府
が
決
定
す
る
。

　
例
え
ば
山
東
省
臨
邑
県
で
は
農
民
の
出
資
金
は
年
一

　
人
一
〇
元
で
あ
る
が
、
省
、
市
、
県
、
郷
政
府
も
そ

　
れ
ぞ
れ
加
入
者
一
人
当
り
五
元
、
二
元
、
四
元
、
二

　
元
を
補
助
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
経
済
力
の

　
あ
る
郷
村
で
は
郷
村
政
府
が
農
民
の
一
〇
元
を
代

　
り
に
負
担
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇

　
〇
三
年
八
月
末
に
お
け
る
同
県
の
新
型
農
村
合
作

　
医
療
へ
の
加
入
率
は
八
八
・
一
％
（
八
三
万
人
）

　
と
高
か
っ
た
。

（
２
）
資
金
調
達
・
管
理
の
単
位
が
郷
村
か
ら
県
に

　
引
上
げ
ら
れ
た
。
合
作
医
療
制
度
は
従
来
郷
村
政

　
府
が
運
営
の
中
心
で
あ
っ
た
が
、
新
制
度
で
は
そ

　
れ
が
県
レ
ベ
ル
に
引
上
げ
ら
れ
た
う
え
、
省
や
地

　
区
人
民
政
府
の
衛
生
、
財
政
、
農
業
、
民
政
部
門

　
な
ど
が
共
同
で
農
村
合
作
医
療
小
組
（
指
導
グ

　
ル
ー
プ
）
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま

　
た
県
に
は
こ
れ
ら
関
連
部
門
の
出
先
機
関
と
農
民

　
代
表
が
組
織
す
る
農
村
合
作
医
療
管
理
委
員
会
が

　
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
旧
制
度
で
は
、
組

　
織
の
必
要
と
す
る
管
理
費
、
人
件
費
な
ど
の
諸
経

　
費
は
す
べ
て
が
基
金
か
ら
支
出
さ
れ
て
き
た
が
、

　
今
後
そ
れ
ら
は
省
、
県
、
郷
鎮
レ
ベ
ル
の
財
政
負

　
担
と
な
る
。

　
新
制
度
の
狙
い
の
一
つ
は
、
高
額
医
療
負
担
に

よ
っ
て
農
民
が
貧
困
層
へ
と
転
落
し
て
い
く
こ
と
を

防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
実
施
さ
れ

る
の
が
「
報
銷
」
（
清
算
）
制
度
で
あ
る
。
高
額

医
療
の
場
合
、
医
療
費
に
応
じ
た
比
率
で
の
補
助
金

が
基
金
か
ら
支
給
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
「
報
銷
」
制
度
は
、
一
部
の
農
村

で
は
旧
制
度
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
郷

村
レ
ベ
ル
で
の
財
政
で
は
負
担
し
き
れ
ず
、
大
都
市

近
郊
や
農
村
企
業
の
発
展
し
て
い
る
経
済
力
の
あ
る

郷
村
を
除
い
て
は
、
逆
に
合
作
医
療
制
度
の
普
及
を

遅
ら
せ
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
た
。

　
新
制
度
で
は
ま
た
、
農
家
負
担
に
関
し
て
も
一
律
一
〇
元

で
は
な
く
所
得
水
準
に
応
じ
て
年
間
の
納
付
額
を
三
元
、
五

元
、
七
元
な
ど
と
し
、
そ
の
差
額
を
省
財
政
で
補
填
す
る
な

ど
の
試
み
も
み
ら
れ
る
。
山
東
省
で
は
そ
の
た
め
に
省
の
予

算
に
二
〇
〇
三
年
一
、
五
〇
〇
万
元
、
二
〇
〇
四
年
五
、
五

〇
〇
万
元
、
二
〇
〇
五
年
九
、
五
〇
〇
万
元
を
計
上
す
る
な

ど
新
制
度
の
普
及
に
努
め
て
い
る
が
、
農
民
の
反
応
は
必
ず

し
も
良
好
で
は
な
い
。
農
民
は
新
制
度
で
の
納
付
額
の
引
上

げ
に
脅
迫
観
念
を
持
つ
と
同
時
に
、
重
病
人
が
続
出
し
た
場

合
、
基
金
が
不
足
し
自
分
に
は
「
報
銷
」
さ
れ
な
い
こ
と
を

懸
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
残 

さ 

れ 

た 

課 

題

　
農
村
の
新
型
合
作
医
療
制
度
は
二
〇
〇
三
年
か
ら
各
省
が

二
〜
三
県
を
選
ん
で
実
験
を
重
ね
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
全

国
的
な
規
模
で
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ま
で
に
克
服
す
べ
き
課
題
は
多
い
。

　
最
大
の
問
題
は
運
用
資
金
で
あ
る
。
運
営
資
金
は
農
民
、

郷
村
政
府
、
県
・
省
政
府
な
ど
多
方
面
か
ら
集
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
基
本
部
分
は
郷
村
の
負
担
で
あ
る
。
二
〇

〇
一
年
か
ら
本
格
化
し
た
税
費
改
革
（
農
民
の
負
担
す
る
税

金
と
経
費
を
軽
減
す
る
改
革
）
で
は
、
郷
村
が
農
民
か
ら
徴

収
す
る
経
費
（
福
利
厚
生
、
公
共
投
資
、
教
育
、
管
理
な
ど

の
必
要
経
費
）
を
廃
止
し
、
農
民
負
担
を
農
業
税
に
一
本
化

し
た
が
、
そ
の
分
乏
し
い
郷
村
財
政
が
更
に
逼
迫
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
各
郷
村
で
は
人
員
整
理
、
学
校
の
統
廃
合
に
よ

る
経
費
の
節
減
や
増
収
が
模
索
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
の
農

村
で
は
す
で
に
明
末
清
初
の
思
想
家
で
あ
る
黄
宗
羲
の
定
義

（
税
制
改
革
の
後
に
は
必
ず
雑
税
が
多
く
派
生
す
る
）
が
現

実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
郷
村
政
府
に
よ
る
新
た
な
口

実
（
小
学
生
に
経
費
を
分
担
さ
せ
る
な
ど
）
で
の
税
費
の
徴
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アジア の窓

　
北
朝
鮮
は
す
で
に
核
兵
器
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
い
く
つ
ぐ
ら
い
か
。
将
来
の
生

産
能
力
は
─
。
こ
う
し
た
疑
問
に
世
界
の
関
心
が
集

ま
っ
て
い
る
が
、
正
確
な
答
は
ま
だ
出
て
い
な
い
。
と

こ
ろ
が
最
近
、
ア
メ
リ
カ
の
権
威
あ
る
シ
ン
ク
タ
ン

ク
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
国
際
平
和
財
団
の
「
核
不
拡
散
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
、

ア
メ
リ
カ
政
府
の
最
も
信
頼

で
き
る
情
報

  

に
基
づ
く
推
計
と
し
て
、 
「
二
〇
一

〇
年
ま
で
の
北
朝
鮮
の
核
兵
器
生
産
は
最
多
で
二
百
五

十
三
個
、
最
少
で
も
百
十
二
個
に
な
る
」
と
の
予
想
を

発
表
し
た
。

　
こ
の
推
計
は
三
つ
の
条
件
に
分
け
て
行
わ
れ
て
い

る
。
第
一
は
最
も
条
件
が
よ
い
場
合
で
、
二
〇
〇
三
年

以
前
の
保
有
数
は
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
二
個
の
み
、
二

〇
〇
三
年
に
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
六
個
、
二
〇
〇
四
年

か
ら
六
年
ま
で
毎
年

同
型
一
個
ず
つ
を
生

産
。
二
〇
〇
七
年
に

は
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム

型
の
生
産
能
力
が
一

挙
に
増
大
し
て
二
〇

一
〇
年
ま
で
毎
年
五

十
六
個
ず
つ
生
産
す

る
。
高
濃
縮
ウ
ラ
ン

型
は
二
〇
〇
五
年
に

生
産
が
開
始
さ
れ
、
以
後
二
〇
一
〇
年
ま
で
年
間
三
個

ず
つ
を
生
産
す
る
。
こ
う
し
て
二
〇
一
〇
年
時
点
で
の

累
計
保
有
数
は
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
二
百
三
十
五
個
、

高
濃
縮
ウ
ラ
ン
型
十
八
個
の
計
二
百
五
十
三
個
と
な

る
。

　
第
二
は
中
間
的
条
件
下
（
新
規
原
子
炉
の
建
設
は
早

期
に
完
了
す
る
が
、
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
の
生
産
は
予
定
よ

り
遅
れ
る
）
で
の
推
計
で
、
二
〇
〇
三
年
以
前
の
保
有

数
は
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
一
個
だ
け
。
二
〇
〇
三
年
に

は
同
型
が
六
個
。
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
で
は
、
二
〇
〇

四
、
二
〇
〇
五
年
の
三
年
間
は
年
間
一
個
、
二
〇
〇
八

年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
は
年
間
二
十
九
個
と
激
増
す

る
。
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
型
は
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
〇

年
ま
で
年
間
三
個
ず
つ
生
産
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
二
〇

一
〇
年
ま
で
の
累
計
は
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
九
十
七

個
、高
濃
縮
ウ
ラ
ン
型
十
五
個
の
計
百
十
二
個
で
あ
る
。

　
第
三
は
最
も
悪
条
件
の
場
合
の
推
計
で
、
二
〇
〇
三

年
以
前
は
ゼ
ロ
、
二
〇
〇
三
年
中
に
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム

型
六
個
、
以
後
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
は
二
〇
〇
四
年
か

ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
四
年
間
が
各
一
個
ず
つ
、
二
〇

〇
八
年
か
ら
一
挙
に
増
え
て
二
〇
一
〇
年
ま
で
年
間
二

十
九
個
ず
つ
、
高
濃
縮
ウ
ラ
ン
型
は
二
〇
〇
六
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
ま
で
毎
年
三
個
が
加
わ
る
。
二
〇
一
〇
年

ま
で
の
累
計
は
プ
ル
ト
ニ
ュ
ー
ム
型
九
十
七
個
、
高
濃

縮
ウ
ラ
ン
型
が
十
五
個
、
計
百
十
二
個
と
な
る
。

　
こ
の
推
計
の
信
憑
性
が
高
い
と
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
は

七
年
後
に
は
イ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
並
み
に
三
桁
の
核

兵
器
を
も
つ
押
し
も
押
さ
れ
ぬ
核
ク
ラ
ブ
の
一
員
に
な

る
。
そ
の
あ
か
つ
き
に
は
、
北
東
ア
ジ
ア
の
政
治
・
安

全
保
障
の
条
件
は
一
変
す
る
だ
ろ
う
。

（
ア
ジ
ア
研
究
所
長
　
友
田
　
錫
）

収
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
医
療
費
負
担
が
重
く
な
れ
ば
、
財
政
収
入
の
増
加
を

目
的
と
し
た
郷
村
政
府
に
よ
る
農
地
の
強
制
収
用
、
転

販
行
為
が
さ
ら
に
増
加
す
る
可
能
性
も
高
い
。

　
新
制
度
で
は
、
運
営
単
位
を
郷
村
か
ら
県
レ
ベ
ル
に

引
上
げ
て
い
る
が
、
県
財
政
も
五
割
近
く
が
赤
字
で
あ

る
。
そ
の
う
え
、
税
費
改
革
の
過
程
で
従
来
郷
村
政
府

が
負
担
し
て
き
た
義
務
教
育
経
費
の
す
べ
て
が
県
の
財

政
負
担
に
切
り
換
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
各
行
政

レ
ベ
ル
で
の
医
療
費
負
担
割
合
の
調
整
は
今
後
の
大
き

な
課
題
で
あ
る
。
ま
た
財
政
負
担
の
軽
減
と
い
う
視
点

か
ら
長
期
的
に
は
商
業
保
険
の
活
用
を
考
慮
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
次
の
問
題
は
医
療
水
準
で
あ
る
。
衛
生
院
、
衛
生
室

の
医
師
の
多
く
は
三
〇
年
も
前
に
短
期
間
の
研
修
を
受

け
た
「
赤
脚
医
生
」
か
そ
の
子
供
た
ち
で
あ
る
。
二
〇

〇
四
年
一
月
か
ら
医
師
の
資
格
取
得
と
研
修
が
条
例
で

義
務
づ
け
ら
れ
る
が
、
技
術
水
準
の
高
い
医
師
は
県
レ

ベ
ル
以
上
の
病
院
に
集
中
し
て
し
ま
う
と
い
う
現
状
を

改
め
る
に
は
、
衛
生
院
に
近
代
的
な
医
療
設
備
を
完
備

す
る
と
い
う
中
央
政
府
の
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
農
村
合
作
医
療
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
主
管
官
庁

が
明
確
で
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
因
み
に
二
〇
〇

三
年
一
月
の
「
新
型
農
村
合
作
医
療
制
度
」
に
関
す
る

通
達
も
、
衛
生
部
、
財
政
部
、
農
業
部
の
連
名
で
あ

る
。
広
東
省
で
は
、
農
村
医
療
の
主
管
が
二
〇
〇
〇
年

二
月
に
省
衛
生
庁
か
ら
農
業
庁
に
改
め
ら
れ
、
二
〇
〇

三
年
六
月
に
再
び
衛
生
庁
に
戻
さ
れ
る
な
ど
の
変
遷
が

み
ら
れ
た
。
中
央
政
府
か
ら
郷
村
レ
ベ
ル
に
至
る
ま

で
、
行
政
の
一
本
化
が
急
務
で
あ
ろ
う
。

（
こ
ば
や
し
ひ
ろ
な
お
・
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）

北
朝
鮮
の
核
保
有
数
は

最
低
で
も
百
十
二
個

　
米
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
二
〇
一
〇
年
予
測
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